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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の電気超音波変換素子からなる振動子の層が少なくとも二層以上積層され、前記積
層された振動子層の間に前記振動子の音響インピーダンスよりも音響インピーダンスの小
さい層を配した構造を有し、かつ、前記振動子のそれぞれの層に適した周波数をもって独
立に電気的に駆動し、被検体に対して超音波を送波するよう構成したことを特徴とする超
音波送波器。
【請求項２】
　前記複数の振動子層のうち、前記被検体に近い位置の前記振動子の共振周波数が、より
遠い位置の前記振動子の共振周波数より高くなるように構成されていることを特徴とする
請求項１に記載の超音波送波器。
【請求項３】
　前記複数の振動子層間に配した前記層の音響インピーダンスが、前記複数の振動子層の
中で前記被検体に近い位置の振動子の音響インピーダンスの略３分の１より小さくなるよ
うに構成されていることを特徴とする請求項２に記載の超音波送波器。
【請求項４】
　前記複数の振動子層間に配した前記層の厚さが、前記複数の振動子層の中で前記被検体
に近い位置の振動子を駆動する電気信号の中心周波数での波長の略半分より小さくなるよ
うに構成されていることを特徴とする請求項２に記載の超音波送波器。
【請求項５】
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　前記複数の振動子層がそれぞれ振動子アレイよりなり、かつ、互いに略直交する向きに
アレイ化してなることを特徴とする請求項１に記載の超音波送波器。
【請求項６】
　前記複数の振動子層のうち、少なくとも一つの振動子層が２つの方向にアレイ化された
２次元アレイであることを特徴とする請求項１に記載の超音波送波器。
【請求項７】
　前記複数の振動子層の中で最も被検体から遠く位置する振動子層の被検体側に対して反
対側の層の材料が、金属もしくは金属酸化物であることを特徴とする請求項２に記載の超
音波送波器。
【請求項８】
　前記複数の振動子層の中で最も被検体から遠く位置する振動子層の被検体側に対して反
対側の層のうち一部が、前記複数の振動子層の中で最も被検体から遠く位置する前記振動
子層を駆動する電気信号の中心周波数での波長の半分の周期で、二つ以上の材料を交互に
積層した構造を有することを特徴とする請求項２に記載の超音波送波器。
【請求項９】
　複数の電気超音波変換素子からなり、被検体に対して、超音波パルスを送受信する超音
波送受波器と、前記素子に対し超音波の送信と受信を切りかえる送受切替スイッチと、前
記送受切替スイッチに接続し、前記被検体内での超音波の送信焦点位置を制御する送波ビ
ームフォーマと、前記被検体内の受信焦点位置を制御する受波ビームフォーマと、前記送
受切り替えスイッチ、前記送波ビームフォーマ、および前記受波ビームフォーマを制御す
る制御系とを備えた超音波装置において、前記超音波送受波器は、前記複数の電気超音波
変換素子からなる振動子の層が少なくとも二層以上積層され、前記積層された振動子層の
間に前記振動子の音響インピーダンスよりも音響インピーダンスの小さい層を配した構造
を有し、かつ、前記振動子のそれぞれの層に適した周波数をもって独立に電気的に駆動し
、被検体に対して超音波を送波するよう構成されていることを特徴とする超音波装置。
【請求項１０】
　前記超音波送波器に接続され、超音波送波中の前記超音波送波器で受信した信号の周波
数解析を行い、前記被検体内におけるキャビテーションの発生をモニタリングするキャビ
テーションモニタリング部を設けてなることを特徴とする請求項９に記載の超音波装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波を用いて被検体内の画像を撮像する超音波撮像技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　経頭蓋骨超音波ドップラ計測は、簡便に脳内血流を観測する手段として既に確立してい
る。また、ｔＰＡ（tissue plasminogen activator）等の血栓溶解剤を用いた血栓溶解治
療時に経頭蓋骨超音波ドップラモニタリングを行うと、血栓溶解効果が高まることが報告
されている（例えば、非特許文献１参照）。
【０００３】
　ドップラモニタリング用の超音波は、分解能と減衰を勘案して、２ＭＨｚ程度の周波数
が用いられている。超音波の印加による血栓の溶解促進効果に関しては、既に報告されて
いるように、５００ｋＨｚ程度の周波数がキャビテーションや温度上昇の効果から望まし
いとされている（例えば、非特許文献２参照）。
【０００４】
　しかし、上記のように、治療用には５００ｋＨｚ程度の比較的低い周波数の超音波を送
波し、ドップラモニタリング用には２ＭＨｚ程度の周波数を送受波するには、治療用とド
ップラモニタリング用のトランスデューサを別々に備えるか、もしくは、モニタリング用
超音波の周波数を治療用超音波の周波数の奇数倍にすることで一つのトランスデューサで
二役をこなす方法が報告されている（例えば、特許文献１参照）。
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【０００５】
【非特許文献１】"High Rate of Complete Recanalization and Dramatic Clinical Reco
very During tPA Infusion When Continuously Monitored With 2-MHz Transcranial Dop
pler Monitoring", Stroke vol.31, (2000) pp.610-614
【０００６】
【非特許文献２】"Can Transcranial Ultrasonication Increase Recanalization Flow W
ith Tissue Plasminogen Activator ", Stroke vol.33， (2002) pp.1399-1404
【特許文献１】特開平６－２６９４４８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　図２に、頭蓋骨のこめかみ周辺の断面図と、超音波トランスデューサの素子列（振動子
アレイ）１０１を示す。素子列１０１から送波された超音波は、頭蓋骨１２０を通して超
音波照射焦点１２２に集束する。頭蓋骨１２０の殆どの部分は、図２の両脇（紙面左右）
に示すように、穴の空いた板間層１２１を間に挟む構造になっており、この部分は超音波
の減衰が大きいことが知られている。こめかみの部分は板間層が無い、もしくは非常に薄
いため、板間層の有る部分に比べ超音波の減衰が少ないことが知られており、頭蓋骨内を
超音波で撮像もしくは治療する場合の音響的な窓（音響窓）として利用されている。しか
し、この音響的な窓領域の大きさは数ｃｍ四方と狭い範囲に限られているため，撮像用と
治療用に別々のトランスデューサを並べて用いることは困難である。一方、モニタリング
用超音波の周波数を治療用超音波の周波数の奇数倍にすると、周波数の選択の自由度が損
なわれること、高い方の周波数モードすなわちモニタリングで使う時の時間軸上のパルス
幅が十分に狭く出来ないという課題を有していた。
【０００８】
　そこで、本発明の目的は、頭蓋骨の限られた音響窓を有効に使うために、一つの開口か
ら、経頭蓋骨超音波血流像によるモニタリングと超音波による血栓溶解剤の血栓溶解効果
を促進し得る超音波送波器を提供し、また、それを用いた超音波装置を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明では、血栓溶解剤効果増強のための血栓溶解用超音
波を照射する送波用振動子アレイ（治療用振動子アレイ）と、血栓溶解の様子をモニタリ
ングするためのモニタリング用振動子アレイを積層する構成とすることにより、送受波の
開口を共通として、頭蓋骨中の限られた音響窓を有効に活用する。
【００１０】
　単に積層したのみでは、モニタリング用振動子アレイを駆動したときに、モニタリング
用振動子アレイから送波されて超音波のうち、被検体と逆方向に向かった超音波が、血栓
溶解用超音波を照射する振動子アレイの後ろ側の界面で反射して、戻ってくることで、パ
ルス特性が悪化する。本発明においては、上記の二つの振動子アレイの間に周波数選択性
分離層を配することによって、この課題を解決している。周波数選択性分離層は、上記の
二つの振動子アレイの音響インピーダンスより、その音響インピーダンスが小さく、かつ
その厚みが、モニタリングモードでの送波超音波の中心周波数での波長の略半分以下であ
ることが望ましい。更には、血栓溶解用の超音波の送波効率も勘案すると、周波数選択性
分離層の厚みはモニタリング用超音波の中心周波数での波長の略４分の１から、略２４分
の１程度の厚みの範囲であることが望ましい。音響インピーダンスの観点からは、振動子
アレイの音響インピーダンスに比べて略３分の１程度より小さい高分子主体の材料を用い
ることでその機能が有効になる。
【００１１】
　また、上記の血栓溶解用超音波の送波用振動子アレイと、モニタリング用超音波を送受
波する振動子アレイからなる超音波送波器は、時間軸上で、別々の時相で送波及び送受波
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を行なうことで、モニタリング画像への雑音の影響を最小とすることが出来るが、治療用
超音波の照射中の受波信号を解析する機構を備えることで、血流モニタリングとは別に、
キャビテーションのモニタリングを行なうことが可能となる。キャビテーションのモニタ
リングは、超音波照射による脳へのダメージを制御するには有効な方法である。
【００１２】
　更にまた、本発明の周波数選択性分離層を設けることによって、背面材中で超音波の多
重反射を減弱する必要が無くなるので、背面材の構成を血栓溶解超音波治療に最適化する
ことが可能となる。すなわち、背面材は音響インピーダンスの整合を取ることよりも、振
動子を冷却するための熱の輸送に最適化することが可能となる。従来の高分子主体の材料
に換えて、金属など音響インピーダンスが大きいが、熱の伝導率も大きい材料を選択する
ことも可能となる。血栓溶解用超音波の送波効率も勘案すると、背面材の一部に多層膜を
用いることで、熱伝導率と、振動子アレイからの送波の効率の両立を図ることも望ましい
。
【００１３】
　以下、本発明の代表的な構成例を列挙する。
【００１４】
　（１）本発明の超音波送波器は、複数の電気超音波変換素子からなる振動子の層が少な
くとも二層以上積層され、前記積層された振動子層の間に前記振動子の音響インピーダン
スよりも音響インピーダンスの小さい層を配した構造を有し、かつ、前記振動子のそれぞ
れの層に適した周波数をもって独立に電気的に駆動し、被検体に対して超音波を送波する
よう構成したことを特徴とする。
【００１５】
　（２）前記（１）の超音波送波器において、前記複数の振動子層のうち、前記被検体に
近い位置の前記振動子（モニタリング用振動子）の共振周波数が、より遠い位置の前記振
動子（治療用振動子）の共振周波数より高くなるように構成されていることを特徴とする
。
【００１６】
　（３）前記（２）の超音波送波器において、前記複数の振動子層間に配した前記層の音
響インピーダンスが、前記複数の振動子層の中で前記被検体に近い位置の振動子の音響イ
ンピーダンスの略３分の１より小さくなるように構成されていることを特徴とする。
【００１７】
　（４）前記（２）の超音波送波器において、前記複数の振動子層間に配した前記層の厚
さが、前記複数の振動子層の中で前記被検体に近い位置の振動子を駆動する電気信号の中
心周波数での波長の略半分より小さくなるように構成されていることを特徴とする。
【００１８】
　（５）前記（１）の超音波送波器において、前記複数の振動子層がそれぞれ振動子アレ
イよりなり、かつ、互いに略直交する向きにアレイ化してなることを特徴とする。
【００１９】
　（６）前記（１）の超音波送波器において、前記複数の振動子層のうち、少なくとも一
つの振動子層が２つの方向にアレイ化された２次元アレイであることを特徴とする。
【００２０】
　（７）前記（２）の超音波送波器において、前記記複数の振動子層の中で最も被検体か
ら遠く位置する振動子層の被検体側に対して反対側の層の材料が、金属もしくは金属酸化
物であることを特徴とする。
【００２１】
　（８）前記（２）の超音波送波器において、前記複数の振動子層の中で最も被検体から
遠く位置する振動子層の被検体側に対して反対側の層のうち一部が、前記複数の振動子層
の中で最も被検体から遠く位置する前記振動子層を駆動する電気信号の中心周波数での波
長の半分の周期で、二つ以上の材料を交互に積層した構造を有することを特徴とする。
【００２２】
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　（９）本発明の超音波装置は、複数の電気超音波変換素子からなり、被検体に対して、
超音波パルスを送受信する超音波送受波器と、前記素子に対し超音波の送信と受信を切り
かえる送受切替スイッチと、前記送受切替スイッチに接続し、前記被検体内での超音波の
送信焦点位置を制御する送波ビームフォーマと、前記被検体内の受信焦点位置を制御する
受波ビームフォーマと、前記送受切り替えスイッチ、前記送波ビームフォーマ、および前
記受波ビームフォーマを制御する制御系とを備えた超音波装置において、前記超音波送受
波器は、前記複数の電気超音波変換素子からなる振動子の層が少なくとも二層以上積層さ
れ、前記積層された振動子層の間に前記振動子の音響インピーダンスよりも音響インピー
ダンスの小さい層を配した構造を有し、かつ、前記振動子のそれぞれの層に適した周波数
をもって独立に電気的に駆動し、被検体に対して超音波を送波するよう構成されているこ
とを特徴とする。
【００２３】
　（１０）前記（９）の超音波装置において、前記超音波送波器に接続され、超音波送波
中の前記超音波送波器で受信した信号の周波数解析を行い、前記被検体内におけるキャビ
テーションの発生をモニタリングするキャビテーションモニタリング部を設けてなること
を特徴とする。
【００２４】
　（１１）前記（９）の超音波送装置において、前記送波ビームフォーマに接続され、超
音波送波中の前記送波ビームフォーマの出力の安定を評価し、前記被検体内におけるキャ
ビテーションの発生をモニタリングするキャビテーションモニタリング部を設けてなるこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、頭蓋骨の限られた音響窓を有効に使うために、一つの開口から、経頭
蓋骨超音波血流像によるモニタリングと超音波による血栓溶解剤の血栓溶解効果を促進し
得る超音波送波器およびそれを用いた超音波装置を実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、本発明の実施例について、図を参照して詳述する。
【００２７】
　図１は、本発明の一実施例になる超音波送波器の断面を示す。本実施例では、それぞれ
圧電セラミックス材料（例えば、ＰＺＴなど）の電気超音波変換素子からなる経頭蓋骨超
音波断層撮像用振動子アレイ（モニタリング用振動子アレイ）１１と治療用超音波送波用
アレイ（治療用振動子アレイ）１２を積層した構造を有する。超音波断層撮像用振動子ア
レイ１１は、モニタリングに相応しい空間分解能を備えた断層像、血流像を供するために
、感度の良さと同時にパルス幅が短いことが重要である。一方、治療用超音波送波用アレ
イ１２は、血栓溶解を助けるための超音波パワーが送波出来ることが重要である。治療用
超音波送波に関しては、パルス幅の短さの重要性は、振動子アレイ１１の場合ほど重要で
はない。
【００２８】
　振動子アレイ１１の上（被検体側）には、アレイ化方向と直交する方向にビームを絞る
ための音響レンズ１４と、この音響レンズ１４と振動子アレイ１１の間に音響整合層１３
が積層されている。一方、振動子アレイ１１の背面に関しては、治療用振動子アレイ１２
の背面側から反射して戻ってくる超音波の影響を小さくするために、本発明の特長である
、周波数選択性分離層１５が治療用振動子アレイ１２とイメージング用振動子アレイ１１
の間に配されている。治療用振動子アレイ１２の背面には背面材１６が配されている。振
動子アレイ１１と１２はそれぞれ別の間隔でアレイ化されており、アレイの各素子は電極
１９－１～１９－４も含めて、充填材１７および１８によって分離されている。
【００２９】
　以下、具体的な数値を示して説明を行なう。例えば、振動子アレイ１１の中心周波数を
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２ＭＨｚ、振動子アレイ１２の中心周波数を５００ｋＨｚとすると、振動子アレイ１１の
厚さは１ｍｍ、振動子アレイ１２の厚さは３ｍｍ程度になる。ここで、中心周波数とは、
振動子アレイから送波される波形を周波数空間に変換し、周波数空間上で最大の値をとる
周波数のことを言う。一般に用いられている、前記の最大値の前後でエネルギーが半分に
なる二つの周波数の平均値を持って中心周波数としても良い。材質は、振動子アレイ１１
ではMechanical Ｑが低いもの、振動子アレイ１２ではMechanical Ｑが高いものを使うこ
とが好ましい。これは、撮像用振動子アレイ１１は、パルス駆動を行なうために広帯域、
治療用振動子アレイ１２は連続波動作を行なうために狭帯域であることが望ましいからで
ある。整合層１３と背面材１６は、高分子材料と金属粉末の混合物で音響インピーダンス
を調整したものなどが用いられる。本実施例では、整合層１３は一層の場合を示している
が、音響インピーダンスの異なる複数の層を積層した整合層を用いることにより、振動子
と被検体間の音響インピーダンスのマッチングの向上をはかることも可能である。また、
振動子に関しても、公知の積層型の振動子を用いることで、静電容量と電気抵抗を相応し
いものとすることが可能となる。
【００３０】
　以下、図３を用いて、周波数選択性分離層１５の効果を説明する。図３の（Ａ）は、分
離層が無い場合の電極１９－１～１９－２間にパルス波形を与えた場合の、送波波形のシ
ミュレーション結果である。シミュレーションは波長以下のサイズの影響を正確に見積も
るために空間を有限差分化し、各差分点間の波動方程式の伝播を時間軸上でも差分化して
計算した。図３の（Ｂ）は、同じく分離層が有る場合の電極１９－１～１９－２間にパル
ス波形を与えた場合の、送波波形のシミュレーション結果である。このとき分離層は、密
度１０００ｋｇ/ｍ３、音速２５００ｍ/ｓ、厚さ３００μｍのエポキシ樹脂を用いた。こ
れは、ほぼ２ＭＨｚでの波長の４分の１の厚さに相当する。図３の（Ａ）と（Ｂ）の両方
に見られる３μ秒前後の信号は、振動子アレイ１１から直接前方に送波された超音波であ
る。そして、図３の（Ａ）に顕著に見られる５μ秒の大きなピークは振動子アレイ１２と
背面材１６の間で反射して、再び振動子アレイ１２、１１を通り前面に出て来たパルス波
形である。同じ時間帯での信号が、周波数選択性分離層を入れたことによって、図３の（
Ｂ）では、大きく抑圧されていることが確認される。
【００３１】
　周波数分離層の厚さを変えて、振動子アレイ１１から送波される超音波パルスの残響音
の大きさ、および振動子アレイ１２から送波される超音波の５００ｋＨｚにおける送波エ
ネルギーをシミュレーションで計算した結果を、図４に示す。図４中の横軸は、振動子ア
レイ１２を駆動した時に、分離層１５を通って前面に送波された超音波波形のうちの５０
０ｋＨｚ成分のエネルギーを表示している。分離層が無い場合を０ｄＢとして、これに対
する相対値を表記している。一方、図４中の縦軸は、振動子アレイ１１から前面に送波さ
れる超音波パルスの残響音のピーク強度を表し、各厚さで、振動子１１からの直接送波さ
れてくるパルスの振幅の最大値で規格化した残響音の最大値をもって残響音の大きさとし
て評価した。これもやはり分離層１５が無い場合の値に対して相対値として表示している
。図４中の数字は、分離層１５の厚みを２ＭＨｚでの波長に比べて表記したものである。
【００３２】
　この図から評価すると、まず分離層１５の厚みを増すほど、５００ｋＨｚ駆動時の送波
エネルギーは小さくなっている。一方、２ＭＨｚ駆動時の残響音の大きさは、分離層の厚
みが２ＭＨｚでの波長（λ）の１/１２の時に最小で、１/２から、１/４８の間で、分離
層１５が無い場合の半分以下に抑圧できていることが解る。このように分離層１５として
使用可能な厚みに幅があることは実用上大きな長所となる。すなわち、後で記述するよう
に、モニタリングモード内でも複数のモード、すなわち断層像、血流像、パルスドップラ
像、連続波ドップラ像などのモードが状況に応じて適宜選択されて用いられる。一般に、
これらのモードは全て中心周波数が同じとは限らず、ドップラモードで２ＭＨｚであって
も、断層像モードでは３から４ＭＨｚが用いられることもある。また、断層像モード一つ
に限定しても、すでに公知なダイナミック周波数移動方式、すなわち受波するタイミング
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に応じて、中心周波数を高い方から低い方に変えていくことで、周波数依存減衰におうじ
て、最も信号対雑音比がよくなるところで受波する方法がとられる場合も多い。そのよう
なときに、２ＭＨｚでの波長の２４分の１の厚さの分離層で有る場合、４ＭＨｚでの波長
では１２分の１に相当するので、前記の最適な分離層の厚みの範囲にいずれの周波数にお
いても実現することが可能となる。
【００３３】
　次に、分離層１５の厚さを２ＭＨｚでの波長の４分の１に固定して、音響インピーダン
スを変化させた場合の計算結果を、図５に示す。横軸には分離層１５の音響インピーダン
スをMRay単位で記し、縦軸には２ＭＨｚ駆動時の残響音の大きさを分離層が無い場合と比
較して表示している。この結果からは、残響音の大きさは分離層１５の音響インピーダン
スが５から７MRayすなわち、√（Zpzt×Ztissue）程度の時が最小で、それより大きい側
、小さい側いずれにずれても徐々に残響音が大きくなる。ここで、ZpztとZtissueはそれ
ぞれ、ＰＺＴと生体の音響インピーダンスである。製造工程への影響など、他のパラメー
タも勘案すると、分離層の効果が有効に作用する領域として、実用的には音響インピーダ
ンスが１０MRay程度以下のものを選択すれば良い。言い換えれば、分離層１５の音響イン
ピーダンスを、モニタリング用振動子の音響インピーダンスの略３分の１より小さくなる
ように選択するとよい。
【００３４】
　ここまで、分離層が均質な材質で構成される場合を例にとって説明を行ってきたが、分
離層の中に電気配線など分離層が複数の材質から構成される場合においては、分離層の構
成材料の平均音響インピーダンスをもつ均一な材質で分離層が構成されるものと置き換え
て考えることができる。これは、分離層全体の厚みが波長に比べ小さいため、必然的に分
離層の内部を構成する材料の寸法も波長に比べ充分小さくなるため、平均値で議論しても
大きな差異を生じないからである。
【００３５】
　次に、図６に、これまでに説明してきた超音波送波器（２周波送波器）を用いて血栓溶
解治療を行なう場合の、送波器につながる超音波装置の一構成例を示す。この図中では、
これまでに説明してきた送波器を超音波送受波器３１として示してある。この送受波器３
１に対して、血栓溶解用超音波照射と、モニタリング用画像撮像用の送受波を交互に行な
う。そのための制御を制御系３２において行う。
【００３６】
　まず、血栓溶解用超音波照射時においては、この制御系３２から治療送波ビームフォー
マ３３に対し、所定の位置にフォーカスする遅延時間で、超音波送受波器３１を駆動する
ように信号が送られる。この焦点位置は、適宜被検体内で走査されることで、治療域全域
に治療用の超音波が照射される。治療モードにおいては、特に受波は行なわない。送波パ
ワーに関しては、先述した従来例（非特許文献１、２）で報告されているように、診断用
の送波パワーの安全基準値より低い値を用いる。次に、モニタリングモードに入ると、制
御系３２からイメージング用送波ビームフォーマ３４に信号が送られ、送波ビームフォー
マ３４から、送受切り替えスイッチ３５を介して、超音波送受派器３１から、被検体（図
示してない）に対し、モニタリング用の超音波が送波される。この超音波信号が、被検体
内で、反射、散乱されてきた信号を再び超音波送受波器３１で電気信号に変換し、送受切
り替えスイッチ３５を介し、受波ビームフォーマ３６でビームフォーミングが行なわれる
。
【００３７】
　モニタリングモードにおいては、以下に述べる４つのモードが状況に応じて選択され用
いられる。すなわち、（１）反射信号強度を輝度情報に変換した断層像表示モード。（２
）同一部位に対して複数回の送受波を繰り返し、その信号間で相関を求めることにより、
血流速を推定し、この部位を走査することで、血流速の空間分布を表示する血流像表示モ
ード。（３）特定部位に対してのみ、パルス信号を送受波し横軸時間軸、縦軸血流速の分
散として表示するパルスドップラモード。（４）特定方向に対し連続波を送受波し、高精
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度に血流速の時間変化を表示する連続波ドップラモード、の４つである。
【００３８】
　断層像は、一回の場所の輝度情報を求めるのに一回の送受波ですむために、最も高速に
画像を表示することが出来る。しかし、血流に関する情報としては、比較的血管径が大き
い場合に、血管の形状を表示出来るのみで、血管径が小さいときは、血流情報に関しては
役に立たない。ただし、ドップラ情報に影響を与える、超音波送受波器と対象物の相対的
な位置変化などは、断層像からも判定が可能である。また、血管そのものが観測できなく
ても組織構造がわかることで、血流像が、真の血流か、ノイズによる偽像なのかについて
の判定の役に立てることが出来る。血流像、パルスドップラ、連続波ドップラに関しては
、順に血流速度の測定精度が上がるが、空間情報に関しては、順に低下する。このように
、これらの４つのモードはそれぞれ特徴が異なるため、モニタリングモード時は、ユーザ
の目的に応じて、４つのモードを適宜使い分けて撮像を行なう。
【００３９】
　図６中では、断層像を表示する場合は、受波ビームフォーマ３６のＲＦ信号は、検波器
３７で、ビデオ信号に変換され、デジタルスキャンコンバータ３９を経て、ユーザインタ
ーフェース４１内の表示部４０で画像表示される。血流像を表示する場合は、受波ビーム
フォーマ３５のＲＦ信号は相関器、体動除去フィルタなどから構成される血流速推定部３
８で血流速とその分散が求められ、やはりデジタルスキャンコンバータ（ＤＳＣ）３９を
経て、表示部４０で画像表示される。通常は、この血流速像は先ほどの断層像に重畳して
表示される。この断層像と血流速像を元に、特に血栓溶解を行なう対象部位に対して、パ
ルスドップラ情報もしくは連続波ドップラ情報が取得され、モニタリングが行なわれる。
このモニタリングと、血栓溶解用超音波照射を繰り返し切り替えることで、モニタリング
しながら、治療が行なわれる。
【００４０】
　図７に、本発明による超音波装置の別の構成例を示す。本例においては、血栓溶解モー
ドにおいて、間歇的に超音波送受波器３１の受波信号を取得する。この受波信号のフーリ
エ変換を行い、治療域、または頭蓋骨との界面など、脳内でのキャビテーションの発生を
モニタリングする。キャビテーションは、気泡が圧壊する際に局所的に生じる高圧によっ
て、組織にダメージを与える可能性があり、キャビテーションが発生したときには、送波
周波数の倍の周波数、または送波周波数の半分の奇数倍の周波数の信号が生じるという特
徴がある。特に、送波周波数の整数倍の周波数は気泡が圧壊する前に、気泡の生成によっ
て既に生じるため、キャビテーションに至る前にその兆候を捉えられる可能性がある。そ
のため、これらの周波数の超音波をキャビテーションモニタリング部４２においてモニタ
リングすることで、キャビテーションが生成した直後もしくは事前に、治療用超音波をオ
フするか、またはその出力を低下させることで、不要な脳内組織へのダメージを防ぐこと
が可能となる。
【００４１】
　このキャビテーションのモニタリングに関しては、超音波送受波器３１につながった、
治療送波ビームフォーマ３３内の高出力アンプの出力をキャビテーションモニタリング部
４３でモニタすることによっても可能である。キャビテーション生成前の高出力アンプの
電圧の変動に比べ、キャビテーション生成時の高出力アンプの電圧の変動が大きくなるこ
とを用いてモニタリングが可能となる。その場合の装置構成を、図８に示す。
【００４２】
　これまでに説明した図６～図８の超音波装置の構成例において用いられた超音波送受波
器３１の構成は、図１の構成のものに限定されず、以下に説明する構成のものに換えるこ
とも可能である。
【００４３】
　図９に、治療モードにおいてビームを走査せず、治療域全域に超音波を照射する目的で
、治療用振動子アレイ１２をアレイ化しないで用いた場合における超音波送受波器の例を
示す。この構造においても、周波数選択性分離層１５が有効に機能し、振動子アレイ１１
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から送波される超音波パルス波形と、治療用振動子１２からの送波パワーを、本発明の目
的に相応しいものとすることが出来る。
【００４４】
　図１０は、超音波送受波器の別の例を示し、二つの振動子アレイを互いに略直交する向
きにアレイ化したものである。これは、振動子アレイ１１をアレイ化する際に、土台とな
る振動子アレイ１２の状況によって、効率的なアレイ化が妨げられるのを防ぐことが出来
る。
【００４５】
　また、超音波送受波器のさらに別の例として、図１１に示すように、振動子アレイをそ
れぞれ２次元アレイとすることも可能である。二次元アレイにおいては配線取り出しが課
題となる。すなわち、振動子アレイ１２の配線は背面材側からとることが可能であるが、
振動子アレイ１１に関しては配線の取り回し方法が課題となる。しかし、本発明において
は、図５に示したように、フレキシブルプリント基板の主材料であるポリイミドの音響イ
ンピーダンスでも周波数選択性分離層としては十分である。よって、この振動子アレイ１
１を２次元アレイとして、その配線を分離層の中に組み入れることが可能となる。
【００４６】
　更にまた、本発明の周波数選択性分離層を用いることで、背面材１６の材料の選択の自
由度が向上する。通常は背面材の界面での反射を小さくするため、振動子とマッチングす
るように背面材の音響インピーダンスが選ばれ、また、背面材の反対側で反射して戻って
くる超音波パルスの影響を除去するため、吸収係数に関しても、ある一定以上のものが求
められる。しかし、本発明においては、周波数選択分離層があるため、振動子アレイ１１
のパルス波形に関して、背面材の影響は小さくなっている。そのため、振動子アレイ１２
の感度を増やしたい場合は、背面材の音響インピーダンスをなるべく小さくすることも可
能となる。
【００４７】
　一方、その感度より送波器全体の冷却を重視する場合は、図１に示した背面材１６を、
金属や金属酸化物のように熱伝導率の大きい材料を選択することも可能となる。
【００４８】
　感度と熱伝導率の両方が重要な場合は、図１２に示すように、周波数選択反射熱輸送層
２２を用いることも可能となる。この周波数選択反射熱輸送層２２は、金属と高分子材料
を複数層交互に積層したもので、良く知られたBragg反射の条件２ｄsinθ＝λを用いて、
特定の周波数（この場合は治療用超音波の周波数）を反射するように構成される。ここで
、ｄは上記の複数層の周期で、λはモニタリング用中心周波数での波長。θは９０度－入
射角であるが、このモニタリング条件では、ほぼ９０度と考えてよいので、前記の式は２
ｄ＝λと記述出来る。また、この材料の中に金属を用いることで、熱伝導を効率よく行い
、かつ、全体が金属の場合に比べ、平均密度を下げることが出来るので、振動子１１の負
荷を小さくすることも可能である。特に、熱の輸送が重要なのは、脳は熱に弱いので、送
波器から伝わる熱も最小限に抑える必要があるからである。上述した方法で振動子近くか
ら熱を輸送したあとは、ペルチェ素子や、空冷ファンなどの方法で、最終的に熱を放熱す
る。
【００４９】
　更にまた、これまで２つの層を用いて、二つの異なる周波数を送波する方法に関して記
述してきたが、周波数選択性分離層の考えを使えば、３層以上で、３つ以上の異なる周波
数を送波する送波器を作製することが可能となる。
【００５０】
　本発明は、先述した特定の実施の形態に限定されるものでなく、その技術的思想の範囲
を逸脱しない範囲で様々な変形が可能である。特に、先述の実施例においては、モニタリ
ング用超音波の中心周波数を２ＭＨｚ、血栓溶解用超音波の中心周波数を５００ｋＨｚの
場合を例にとって説明を行なった。勿論、これらの周波数はその値に限定されるものでは
なく、特に、この二つの周波数の関係が異なった場合には、周波数選択性分離層の最適な
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厚みは異なってくるが、その場合も本発明の技術的思想をもってすれば各々の条件に適し
た変形が可能である。
【００５１】
　以上、実施例を用いて詳述したように、本発明によって、経頭蓋骨で、血栓溶解剤の効
果増強のための超音波を被検体頭部の超音波送受波用の音響窓に最適化して照射する手段
と、この血栓溶解効果をモニタリングする手段を兼ね備えることが可能となる。また、脳
内及び頭蓋骨近傍での過度な温度上昇を抑えることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明の一実施例になる超音波送波器を示す断面図。
【図２】頭蓋骨断面と超音波送受波器の素子の模式図。
【図３】本発明による分離層のある場合（Ａ）と無い場合（Ｂ）のパルス特性を示す図。
【図４】分離層の厚みによる、５００ｋＨｚでの透過特性と残響音の大きさの評価結果を
示す図。
【図５】分離層の音響インピーダンスによる残響音の評価結果を示す図。
【図６】本発明による超音波送波器を用いた超音波装置の一構成例の説明する図。
【図７】本発明による超音波送波器を用いた超音波装置の別の構成例の説明する図。
【図８】本発明による超音波送波器を用いた超音波装置のさらに別の構成例の説明する図
。
【図９】本発明の超音波送波器の別の実施例を示す断面図。
【図１０】本発明の超音波送波器のさらに別の実施例を示す断面図。
【図１１】本発明の超音波送波器のさらに別の実施例を示す断面図。
【図１２】本発明の超音波送波器のさらに別の実施例を示す断面図。
【符号の説明】
【００５３】
　１１…モニタリング用振動子アレイ、１２…治療用振動子アレイ、１３…音響整合層、
１４…音響レンズ、１５…周波数選択性分離層、１６…背面材、１７…充填材、１８…充
填材、１９…電極、２１…背面材、２２…周波数選択反射熱輸送層、３１…超音波送受波
器、３２…制御系、３３…治療送波ビームフォーマ、３４…イメージング送波ビームフォ
ーマ、３５…送受切り替えスイッチ、３６…受波ビームフォーマ、３７…検波器、３８…
血流速推定部、３９…デジタルスキャンコンバータ、４０…表示部、４１…ユーザインタ
ーフェース、４２…キャビテーションモニタリング部、４３…キャビテーションモニタリ
ング部、１０１…振動子アレイ、１２０…頭蓋骨、１２１…板間層、１２２…超音波照射
焦点。



(11) JP 4263575 B2 2009.5.13

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(12) JP 4263575 B2 2009.5.13

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(13) JP 4263575 B2 2009.5.13

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(14) JP 4263575 B2 2009.5.13

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  梅村　晋一郎
            東京都国分寺市東恋ヶ窪一丁目２８０番地　株式会社日立製作所中央研究所内
(72)発明者  泉　美喜雄
            東京都千代田区内神田一丁目１番１４番　株式会社日立メディコ内
(72)発明者  窪田　純
            東京都千代田区内神田一丁目１番１４番　株式会社日立メディコ内
(72)発明者  小林　隆
            東京都千代田区内神田一丁目１番１４番　株式会社日立メディコ内
(72)発明者  古幡　博
            東京都港区西新橋３－２５－８　東京慈恵会医科大学内

    審査官  川上　則明

(56)参考文献  特開平０８－１３１４５４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭５８－０４５５５１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６０－１１３５９８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０５－２７７１０２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭５９－１７８３７８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６４－０５７１６４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６２－２１８６６１（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｂ　　　８／００　　　　



专利名称(译) 超声波发射器和使用它的超声波装置

公开(公告)号 JP4263575B2 公开(公告)日 2009-05-13

申请号 JP2003344327 申请日 2003-10-02

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社日立医药

申请(专利权)人(译) 株式会社日立メディコ
东京慈惠会医科大学

当前申请(专利权)人(译) 株式会社日立メディコ
学校法人慈恵大学

[标]发明人 東隆
梅村晋一郎
泉美喜雄
窪田純
小林隆
古幡博

发明人 東 隆
梅村 晋一郎
泉 美喜雄
窪田 純
小林 隆
古幡 博

IPC分类号 A61B8/06 H04R3/00 H04R17/00

CPC分类号 A61B8/0808

FI分类号 A61B8/06 A61B8/14 H04R17/00.330.E H04R17/00.330.Z H04R17/00.332.B H04R3/00.330

F-TERM分类号 4C601/BB02 4C601/BB06 4C601/DD03 4C601/DD11 4C601/DE02 4C601/DE03 4C601/DE04 4C601
/EE09 4C601/EE11 4C601/FF01 4C601/FF11 4C601/FF15 4C601/FF16 4C601/GA03 4C601/GB04 
4C601/GB06 4C601/GB15 4C601/GB19 4C601/GB43 4C601/HH03 4C601/HH04 4C601/HH06 4C601
/HH29 4C601/HH35 4C601/HH36 5D019/AA25 5D019/BB02 5D019/BB19 5D019/BB21 5D019/FF04 
5D019/GG11

代理人(译) 小川胜男

审查员(译) 川上 則明

其他公开文献 JP2005103193A

外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题：提供超声波发射器，通过使用经颅超声波血流图像进行监测，并通过使用来自一个开口的超声波促进血栓栓塞剂的
溶栓作用，以有效利用颅骨的有限声学窗口，并提供超声波设备。 ŽSOLUTION：在超声波发射器中，至少不少于两层由多个电超
声换能器组成的振动器被堆叠，并且具有小于振动器的声阻抗的层（15）被布置在堆叠的振动器层之间（11,12）。以适合于振动
器的每个层的频率独立地执行电驱动。然后将超声波传输到对象。 Ž

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/0314facf-6834-4df7-8e55-954820e109f3
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/034537995/publication/JP4263575B2?q=JP4263575B2



